
平
成
十
六
年
三
月

日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支

援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
協
定
の
説
明
書　
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一　

概
説

　

１　

協
定
の
成
立
経
緯

　
　
　

日
米
両
政
府
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
い
う
武
力
攻
撃
事
態
又
は

武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
際
し
て
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
活
動
、
並
び
に
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
の
国
際

社
会
の
努
力
の
促
進
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
活
動
を
行
う
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
の
後
方
支
援
、

物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
を
、
平
成
八
年
に
締
結
さ
れ
、
平
成
十
一
年
に
改
正
さ
れ
た
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
現
行
協
定
」
と
い
う
。）に
よ
っ
て

確
立
さ
れ
た
枠
組
み
に
従
っ
て
行
い
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
現
行
協
定
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
き
協
議
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
十
六
年
二
月

二
十
七
日
に
東
京
で
、
我
が
方
川
口
外
務
大
臣
と
先
方
べ
ー
カ
ー
駐
日
大
使
と
の
間
で
現
行
協
定
を
改
正
す
る
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

　

２　

締
結
の
意
義 

　
　
　

こ
の
協
定
に
よ
る
現
行
協
定
の
改
正
に
よ
り
、
武
力
攻
撃
事
態
又
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
際
し
て
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必

要
な
活
動
を
行
う
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
の
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
の
基
本
的
条
件
が
定
め
ら
れ
る
こ
と

は
、
日
本
国
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
協
定
に
よ
る
現
行
協
定
の
改
正
に
よ
り
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
た

め
の
国
際
社
会
の
努
力
の
促
進
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
活
動
を
行
う
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
の
後

方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
の
基
本
的
条
件
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
に
お
い
て
日
本
国
の
自
衛
隊
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍

隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
一
層
効
率
的
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
国
際
連
合
を
中
心
と
し
た
国
際
平
和
の
た
め
の
努
力
に
積
極
的
に

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

協
定
の
主
要
な
内
容

　
　

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
十
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

１　

現
行
協
定
第
一
条
２
を
改
め
、
協
定
の
目
的
に
武
力
攻
撃
事
態
若
し
く
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
際
し
て
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め

に
必
要
な
活
動
又
は
新
た
な
第
六
条
に
定
め
る
活
動
に
必
要
な
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
加

一



え
る
（
第
三
条
）
。

　

２�
　

新
た
な
第
五
条
を
追
加
し
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
、
武
力
攻
撃
事
態
又
は
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
際
し
て
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
軍
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
っ
て
行
う
活
動
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
た
め
に
必

要
な
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
協
定
に
基
づ
い
て
要
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
当
事
国
政
府
は
、
そ

の
権
限
の
範
囲
内
で
、
要
請
さ
れ
た
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
は
、
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
日
本
国
の
措
置
に

つ
い
て
定
め
た
日
本
国
の
関
連
の
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
旨
規
定
す
る
。

　
　
�
　

新
た
な
第
六
条
を
追
加
し
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
、
現
行
協
定
の
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
新
た
な
第
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
活
動
以
外
の
活
動
で
あ
っ
て
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
の
国
際
社
会
の
努
力
の
促
進
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
目
的
の
た

め
に
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
っ
て
行
う
も
の
の
た
め
に
必
要
な
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提

供
を
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
協
定
に
基
づ
い
て
要
請
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
当
事
国
政
府
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
要
請
さ
れ
た 

後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
と
と
も
に
、
日
本
国
の
自
衛
隊
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
後
方 

支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
は
、
付
表
２
に
定
め
る
日
本
国
の
法
律
の
規
定
で
あ
っ
て
現
に
有
効
な
も
の
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
旨
規
定
す
る
（
第
六

条
）
。

　

３　

新
た
な
第
十
二
条
３
を
追
加
し
、
両
当
事
国
政
府
が
合
意
す
る
協
定
の
改
正
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
日
本
国
政
府
か
ら
日
本
国
が
当
該
改
正
を
承

認
し
た
旨
の
書
面
に
よ
る
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
じ
、
協
定
が
有
効
で
あ
る
限
り
効
力
を
有
す
る
旨
規
定
す
る
と
と
も
に
、

協
定
の
付
表
２
は
、
両
当
事
国
政
府
の
合
意
に
よ
り
、
協
定
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
す
る
（
第
八
条
）
。

　

４　

現
行
協
定
の
付
表
を
こ
の
協
定
に
添
付
さ
れ
て
い
る
付
表
１
に
改
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
協
定
に
添
付
さ
れ
て
い
る
付
表
２
を
協
定
に
付
表
２
と
し
て
加

え
る
旨
規
定
す
る
（
第
九
条
）
。

三　

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

　
　

こ
の
協
定
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
、
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
新
規
立
法
並
び
に
武
力
攻
撃
事
態
及
び
武
力
攻
撃
予
測
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の

二



日
本
国
の
措
置
に
関
す
る
新
規
立
法
が
行
わ
れ
る
。 

三


